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平成２９年度 国際小委員会における審議状況について（案） 

 

 
１．はじめに 

 
 今期（第１７期､平成２９年度）の文化審議会著作権分科会の決定を受け、以

下の課題について検討を行った。 
 
（１） 著作権保護に向けた国際的な対応の在り方 

（２） インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方 

 
２．審議の状況 

（１）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方 

 著作権等の国際的な保護の在り方を議論する場であるＷＩＰＯの著作権等常

設委員会（以下、「ＳＣＣＲ」という。）では、現在､放送機関の保護のための条

約（放送条約）及び権利の制限と例外等に関する議論が進められている。本国際

小委員会では、ＳＣＣＲにおける議論の動向等について報告が行われ、それに基

づき議論が行われた。 
 
① 放送機関の保護 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

 １９９８年１１月以降､ＳＣＣＲにおいては、デジタル化・ネットワーク化に

対応した放送機関の権利の保護に関する新たなルール（放送条約）の策定が検討

されている。２００７年以降は、同年のＷＩＰＯ一般総会で決定されたマンデー

ト（伝統的な意味での放送機関の保護（ただし、コンテンツ自体は保護の適用対

象外））にしたがって議論を継続しており、第３１回ＳＣＣＲ（２０１５年１２

月）には、条約の枢要である、①用語の定義（definition）、②保護の対象（object 

of protection）及び③与えられる権利（rights to be granted/protection）に

関する統合テキスト案が議長から提示され、本統合テキスト案に基づいて議論

が行われている。 

 現在では、先進国のみならずアフリカ諸国等も総じて条約策定に前向きであ

り、早期の外交会議の開催を目指した努力が続けられている。 

 

 ２０１７年に開催された２度のＳＣＣＲ（第３４回会合（５月）、第３５回会

合（１１月））では、議長より提示された統合テキスト案に基づき集中的に議論
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が行われ、議論の結果を踏まえて統合テキスト案が改訂された。 

 

（用語の定義について） 

 “放送”の定義については、第３４回会合において、放送と有線放送とを別途

定義する案、放送の定義の中に有線放送も含める案の二つの案に加えて、有線放

送を明示的には定義せず、有線放送の保護については各国の任意とする案（新提

案Ａ）、及び、放送と有線放送のみならず、伝統的放送機関が行うインターネッ

ト上の送信についても、「放送」の定義に含める案（新提案Ｂ）が提案された。

第３５回会合において、新提案Ａについて有線放送を定義に加えることについ

て検討がなされた。国内法制度と整合的でないことから”放送”の定義に有線

放送を加えることを懸念する国もあったが、国内法制度に影響を与えないとす

ることを条文に加える提案がなされ、今後も引き続き検討することとなった。ま

た、新提案Ｂについては最新の統合テキスト案では削除されている。 

 

（保護の対象について） 

 伝統的放送を条約適用の対象となる送信媒体とすることについては、ほぼ合

意が得られている。主な議論の対象は、伝統的放送（有線放送）機関によるイン

ターネット上の送信1の扱い及び放送前信号の扱いである。 

 議論対象のインターネット上の送信のうち、サイマルキャスティングについ

ては、義務的保護とすることに反対する国はなく、特段議論が行われることはな

かった。 

 放送番組の異時のウェブキャスティング及びオンデマンド送信については、

各地域の放送連盟から現在行われているサービスについての紹介があり、保護

の必要性について議論が行われた。異時送信についても保護の対象とする必要

があると主張する国と保護対象とすべきではないとする国が対立しため、共通

理解は得られていない。 

 

（放送前信号について） 

条約の保護対象とすることに反対する意見はなかった。具体的な保護のレベ

ルについては、放送前信号の無許可の再送信に対して禁止権（right to prohibit）

を与える案に加えて、放送前信号に対して適当かつ効果的な保護（adequate and 

effective protection）を与える案が提案され、次回会合にて引き続き議論され

ることとなった。 

                                                   
1 議論の整理上、放送番組の同時ウェブキャスティング（サイマルキャスティング）、放送

番組の異時ウェブキャスティング、放送番組のオンデマンド送信、インターネットオリジ

ナル番組の送信、の４つに分類されている。 
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＜国際小委員会における委員からの意見概要＞ 

 

 

 

 

 
② 権利の制限と例外 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

デジタル化・ネットワーク化により、技術的に知識へのアクセスが容易になっ

たにもかかわらず、国際的な著作権保護システムが障壁となっていることから、

より利用を重視した制度への転換を進めるため、制限と例外の措置を設定すべ

きであるとの途上国の要求に端を発し、ＳＣＣＲでは、２００５年以降、権利の

制限と例外の議論が続けられている。権利の制限と例外については、（ⅰ）図書

館とアーカイブのためのものと（ⅱ）教育、研究機関等のためのものの２つを議

論対象としており、両議題とも、各国の経験等の共有を中心に行うべきであると

する先進国と、新たな国際的枠組みの必要性を主張する途上国との間で対立す

る構造が続いている。 

２０１７年の会合では、各分野の研究報告を中心に議論が行われた。また、今

後どのような活動を行うかのドラフトアクションプランが事務局より提示され

たものの、会合直前に提示されたこともあり、加盟国からは自国で検討する時間

が確保されていないとする意見が出たため、次回会合においてアクションプラ

ンを改めて検討することとなった。 

 

＜国際小委員会における委員からの意見概要＞ 

 

 

 

 

 

③ その他の議題 

＜ＳＣＣＲにおける議論＞ 

 第３４回会合では「その他の議題」として追及権、デジタル環境における著作

権の分析が検討されているが、第３５回会合ではこれら２つの議題に加えて新

たにロシアから舞台演出家（theater director）の保護に関する提案がなされ
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た。 

追及権については、追及権の国際的なあり方について議論すべく、第３１回会

合において、セネガル、コンゴから提案された。第３４、３５回会合では英国に

おける追及権導入前後の経済的な影響はなかったとの研究結果が報告された。

本議題については、アフリカ諸国及びＥＵ等から常設議題とすべきであるとの

意見があったが、日本、米国からは放送条約などの既存の議題の審議時間への影

響を考慮して、常設議題とすることの懸念が表明された。 

デジタル環境における著作権の分析については、南米諸国より第３１回会合

において、デジタル環境に関連した著作権制度について、本委員会の新たな議題

としたい旨の提案がなされた。ＥＵをはじめとする加盟国からは当該議題に関

するトピックは広範であることから、まずはトピックを絞る必要があるとの意

見があった。第３４、３５回会合では同議題に関して、各国の関連法制度の調査

報告やスコーピングスタディに関する結果が報告された。 

舞台演出家の保護に関する提案については、第３５回会合において、舞台演出

家の国際的な保護のあり方について議論すべく、ロシアより提案がなされた。本

提案については第３５回会合直前に提出されたこともあり、加盟国からは検討

するには、より詳細な情報が必要であるとの発言があった。 

 

＜国際小委員会における委員からの意見概要＞ 
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（２）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方 

 ①海外における著作権侵害等に関する実態調査（マレーシア）の結果、及び、

②諸外国におけるインターネット上の著作権侵害対策に関する報告に基づき議

論が行われた。 
 
①  海外における著作権侵害等に関する実態調査（マレーシア）について 

 本小委員会では、これまでも中国・タイ・インドネシア・ベトナムでの実態調

査の実施報告がされてきたところ、マレーシアにおける著作権侵害の実態調査

の結果が報告された。 
 
 具体的には､マレーシアのインターネット利用者に対するサンプリング調査

に基づき､日本のコンテンツの入手経験率､コンテンツ類型ごとの利用実態､日

本コンテンツの侵害規模の推計等が報告された。 
 
 著作権侵害の要因としては、インターネット上で正規にコンテンツが入手・視

聴できないなか、海賊版が容易に利用できる環境にあることが指摘された。 
 
今後の対策としては、不正流通対策と正規版展開を車輪の両輪として実施し

ていくことが必要であり、特に、オンラインでの正規流通を強化していくことが

必要とされた。また、マレーシアでは、コンテンツを視聴する際に、正規版かど

うかを意識する者が少ない等、著作権意識の更なる啓発や不正流通対策の強化、

著作権を保護する具体的な行動に結びつける方策の検討及び実施を政府に働き

かけていくこと必要である旨報告された。 
 
 
②  諸外国におけるインターネット上の著作権侵害対策について 

本小委員会では、今後の我が国における著作権侵害対策に係る検討に資する

ことを目的として、インターネット上の著作権侵害に関する諸外国の状況につ

いての調査結果が報告された。 
 
 具体的には、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイ

ツ、スウェーデンの７か国を対象に、各国におけるインターネット上の著作権侵

害に対して取り組まれている対策について、本調査を受託した株式会社三菱総

合研究所より報告を受けた。 
 
報告では、①海賊版コンテンツの削除、②検索結果からの削除、③個人のイン
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ターネット接続停止、④アクセス制限、⑤警告システム、⑥資金源対策について、

各国の実施状況が報告された。 
 
例えば、④アクセス制限に関し、イギリスやオーストラリアでは、侵害コンテ

ンツへのアクセス制限（サイトブロッキング）が行われており、海外に設置され

ているサーバーに蔵置されている侵害コンテンツに対する有効な手段としての

評価がある一方で、技術的な回避が可能であることや、ブロックした後に再度、

同様のサイトが立ちあがるなど、効果が限定的であるとの指摘もあることなど

が説明された。 
 
また、⑥資金源対策に関してイギリスでは、ロンドン市警知的財産犯罪ユニッ

ト（PIPCU）、権利者団体、広告事業者団体の連携による、侵害サイトへの広告

出稿抑制の取り組みにより、リストアップされた侵害サイトの広告が 73％減少

（2013-2015 年間）したこと等が報告された。 
 
③平成 29 年度の文化庁の取り組みについて 
平成 29 年度に行った文化庁の取り組みについて、①著作権制度整備、②権利執

行の強化、③普及啓発に係る取組について紹介があった。 
 
特に、今年度は、WIPO との連携により、27 か国の著作権担当局長等が参加し

て「著作権・著作隣接権に関するアジア・太平洋地域会合」を開催し、各国にお

ける著作権に関する政策・計画について議論した外、若年層向けの著作権普及啓

発教材の開発と教員等を対象としたワークショップなどを、侵害発生国政府等

と連携して行う「侵害発生国と連携した著作権普及啓発事業」を平成 30 年度よ

り新規に取り組むこと等について報告があった。 
 
＜国際小委員会における委員からの意見概要＞ 
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３．開催状況 

 
 第１回 平成２９年１０月１９日（木） 

（１）主査の選任等について 

（２）国際小委員会審議予定について 

（３）報告事項 

（３）－１ ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）における最近の動向について 

（３）－２ 海外における著作権侵害等に関する実態調査報告書（マレーシア）

について 

（３）－３ 諸外国におけるインターネット上の著作権侵害対策について 

（４）自由討議 

（５）その他 

 

 第２回 平成３０年２月２２日（木） 

（１）ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）における最近の動向について 

（２）海賊版対策の取組状況等について 

（３）平成 29 年度国際小委員会の審議状況について 

（４）その他 
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４．委員名簿（敬称略、五十音順） 

 

蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科教授   

井奈波 朋子 弁護士 

今村 哲也 明治大学情報コミュニケーション学部准教授 

上野 達弘 早稲田大学大学院法務研究科教授 

奥邨 弘司 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

梶原  均  日本放送協会知財センター専任局長 

北澤 安紀 慶應義塾大学法学部教授  

楠本  靖  一般社団法人日本レコード協会 著作権・契約部 部長   

久保田 裕 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事  

小島  立   九州大学大学院法学研究院准教授 

斎藤 信吾  一般社団法人日本民間放送連盟 番組・著作権部 部長 

潮海 久雄 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 

主査代理 鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科教授 

世古 和博 一般社団法人日本音楽著作権協会常任理事 

大楽 光江 北陸大学名誉教授 

墳﨑 隆之 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構事務局長・弁護士  

辻田 芳幸 東北学院大学法学部教授 

主査 道垣内 正人 早稲田大学大学院法務研究科教授，東京大学名誉教授，弁護士 

野口 祐子 弁護士、グーグル株式会社法務部長 

堀江 亜以子 中央大学法学部教授 

前田  健   神戸大学大学院法学研究科准教授 

松武 秀樹 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会常務理事 

村井 麻衣子 筑波大学図書館情報メディア系准教授 

山本 隆司 弁護士 

（以上２４名） 

 


